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関東バイオマスシンポジウムＱ＆Ａ 

 

３月６日に開催したシンポジウムにおいて、会場の参加者の方からいただいた質問票のうち、

シンポジウムに関連するものについて、回答をまとめました。なお、これらは暫定的な回答とし、

識者の皆様からのコメント等により、回答は随時改訂する場合がありますことをご了承ください。 

 

■食品リサイクル法への対応■食品リサイクル法への対応■食品リサイクル法への対応■食品リサイクル法への対応    

 

Ｑ：食品リサイクル法で定められている「再生利用等の実施率目標」は、すべての食品関連事

業者が対象になるのですか？小規模事業者や近隣にリサイクル施設がない事業者など、適用

除外になるケースはないのでしょうか？ 

Ａ：全ての食品関連事業者が対象となります。また、前年度の食品廃棄物等発生量が１００ト

ン以上の事業者（食品廃棄物等多量発生事業者）は、食品廃棄物等の発生量及び再生利用等

の状況を主務大臣に報告することが義務づけられました。 

 

Ｑ：改正食品リサイクル法では堆肥の優先順位はどのように位置づけられますか？ 

Ａ：飼料が優先されますが、それ以外の再生利用方法の肥料、油脂・油脂製品、メタンはそれ

に准じる扱いになります。 

 

■飼料化の見通しと課題■飼料化の見通しと課題■飼料化の見通しと課題■飼料化の見通しと課題    

 

Ｑ：エコフィードのような食品残さを利用した飼料が将来伸びる見通しについてどのようにお

考えですか？また、伸ばしていくためにどのような課題を解決していく必要がありますか？ 

Ａ：食品廃棄物の飼料化は、水分を多く含み劣化しやすいこと、まとまったものが安定供給さ

れにくいこと、畜産品の品質に影響を及ぼすこと、配合飼料や輸入飼料と比較して経済的メ

リットが少ないこと、飼養規模（頭羽数）が大型化し飼料給与の利便性に欠けることなどの

理由から、進みにくいのが現状です。しかしながら、品質的にも価格的にも配合飼料に劣ら

ない飼料を製造している事例や、エコフィードを使って品質のよい豚肉を生産している先進

的な事例もあり、今後の普及拡大が期待されています。 

 

■堆肥化の技術と課題■堆肥化の技術と課題■堆肥化の技術と課題■堆肥化の技術と課題    

 

Ｑ：美土里館（茂木町）の堆肥は、どの程度広い範囲の、どの程度の数の農家で使われている

のですか？また、利用農家では化学肥料を使わずに農作物を作っているのですか？ 

Ａ：美土里館の堆肥の利用者は多種多様です。年間生産量は１５００ｔで、その内の８割が町

内の農家です。７００戸ぐらいです。２割が県内、県外の農家です。１００ｔが袋詰めの堆

肥で１０ｋｇ×１０，０００袋で家庭菜園、園芸と多種多様に使われています。ほとんどの

農家が化学肥料との併用で２割化学肥料を減らしています。一部ＪＡＳ有機でやっている方

は堆肥のみです。 
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Ｑ：堆肥を使えば美味しい作物がとれるようになるのでしょうか？それとも農業者や栽培方法

によるのでしょうか？ 

Ａ：おいしい、ということにはいろいろな解釈がありますが、堆肥を使った農産物の食味値は

あがっています。糖分、ビタミン含有量もあがり、硝酸態窒素濃度は下がっています。これ

は一般的な話です。また、栽培技術によってもこの差は異なります。 

一方、堆肥という観点からご説明いたしますと、堆肥は、微生物のかたまりであり、エサで

もあります。植物は、根から栄養を吸収する際には、人間の腸内と同じで、微生物の力を借

りています。これらの微生物の力になるべく頼らずに、栄養補給するのが化成肥料です。つ

まり、人間の世界で云うサプリメントや点滴での栄養補給です。 

人間の体がサプリメントや点滴だけでは健康にならないのと同じように、植物もきちんと栄

養を取り込んだほうが、健康になりますから、そうして育った農作物は、もちろん、おいし

い農作物となります。 

そのほか、農業者や栽培方法の違いにより、おいしさは変わりますが、むしろ堆肥というこ

とからすると、原料や完熟度によって、差が出ます。 

 

Ｑ：大都市近郊で生ごみを堆肥化して市民農園で野菜を作る活動をしています。都市における

生ごみ利用の今後のあり方について、アドバイスをお願いします。 

Ａ：都市における生ごみの利用ですが、都市で生ごみを堆肥にするのは、においやスペースの

関係上利用しずらいものがあります。都市では生ごみを一次処理し、量を減らした上で、都

市近郊の農家や堆肥化施設で発酵させ、だれもが使いやすい形にするのが良い循環を生むた

めに必要だと考えます。 

 

Ｑ：悪臭を出さないためにどのような取組をされていますか？微生物等により悪臭の発生を防

ぐことができるのでしょうか？ 

Ａ：臭気対策としては、発生源における臭気の低減、発生した臭気の外部への拡散防止、捕集

した臭気の適切な脱臭があります。臭気には、原料からの臭気と堆肥化工程で発生する臭気

があり、原料からの臭気については、食品廃棄物の場合は腐敗することによって発生するの

で、迅速に処理することや低温で保管することなどが有効です。また、堆肥化（発酵）工程

では、有機物の分解により発生するアンモニアや、管理不適正な場合に生じる嫌気性発酵に

伴う硫黄系の臭気成分があり、一般的には原料の混合比率や攪拌・通気などの運転管理によ

り悪臭の発生を防いでいます。 

 

■バイオマス由来の飼料・肥料等の安全性■バイオマス由来の飼料・肥料等の安全性■バイオマス由来の飼料・肥料等の安全性■バイオマス由来の飼料・肥料等の安全性    

 

Ｑ：生ごみから作った飼料・肥料で育てた食肉・農作物の安全・安心を確保するために、品質

管理等の面でどのような取組をしているのか教えてください。  

Ａ：農事組合法人百姓倶楽部で受け入れている生ごみは、スーパーや外食産業から排出されて

います。その生ごみは、本来人間が食べるはずだったものであり、そういう意味では一番安

全な原料、と考えております。一般的に、「ごみ」と聞くと、「汚い」と考える方が多いの
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ですが、責任ある事業者が、人間に食べてもらうために購入したものが、「生ごみ」の原料

です。（当組合では、ごみと云わずに資源、と云っています。）堆肥にしても、飼料にして

も、本来人間が食べるものを資源として循環させる、ということですので、原料という面か

らすると、生ごみはとても優秀な原料といえます。 

また、製造方法や製造現場での安全対策としては、堆肥の製造や飼料の製造において、発酵

処理や熱処理を行っています。発酵処理は、お味噌やしょうゆ、漬物を作るのと同じで、雑

菌の繁殖を抑え、腐敗を防止してくれる、大変有用な手法です。また、飼料化の製造段階で

熱処理を行っている施設もあります。 

 

Ｑ：食品リサイクル法の改正で、再生利用手法のうち「飼料」が最優先されたことによって、

適切な品質管理を行わず「飼料化」と称する事業者も出てくる可能性があると考えられます。

飼料の品質や安全性を確保するための数値的な基準等は設けられているのでしょうか？ 

Ａ：飼料については、食品廃棄物等を利用して製造される飼料の安全性確保と家畜衛生の観点

から、平成 18 年 8 月に「食品残さ等利用飼料における安全性確保のためのガイドライン」

が制定されました。ここでは、原料収集、製造、保管、給与等の各過程における管理の基本

的な指針が示されています。なお、この指針は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す

る法律」及び「家畜伝染病予防法」の遵守を前提としています。 

 

■バイオマス由来のプラスチックについて■バイオマス由来のプラスチックについて■バイオマス由来のプラスチックについて■バイオマス由来のプラスチックについて    

 

Ｑ：バイオマス由来のプラスチック製品や包装が身近にも増えてきましたが、日常使用時の耐

久性は、従来のプラスチックと比べてどうなのでしょうか？また、食品や薬品の容器包装等、

用途によっては使用制限などがあるのでしょうか？ 

Ａ：バイオマスプラスチックには、原料や製法によって、生分解性の高いもの、耐久性の高い

ものなど様々な種類のプラスチックがあり、用途に応じて適切なプラスチックが使われてい

ます。 

バイオマスプラスチックについては、以下のウェブサイトなどで詳しく紹介されています。

日本バイオプラスチック協会（http://www.jbpaweb.net/） 

日本有機資源協会のウェブサイト（http://www.jora.jp/index.html） 

 

■バイオマスタウンの推進等について■バイオマスタウンの推進等について■バイオマスタウンの推進等について■バイオマスタウンの推進等について    

 

Ｑ：バイオマスタウン構想の先進的な取組事例について教えてください。 

Ａ：関東地域では、2008年 3月 25日現在、18市町村のバイオマスタウン構想が認定・公表さ

れています（近々あと数か所増える見通しです）。そのうち、バイオマス利活用事業が実際

に立ち上がっているという意味で「先進的」な事例としては、栃木県茂木町（家畜排泄物・

籾殻・落葉等の堆肥化）、千葉県旭市（食品加工残渣等の飼料化）、千葉県睦沢町（家畜排

泄物・籾殻等の堆肥化）、東京都あきる野市（製材端材の温浴施設向け熱利用）等がありま

す。今後こうした取組について、いろいろな機会に情報発信していきたいと考えています。 

取組内容が、技術的にまたは社会システムとして「先進的」な事例もいくつかありますが、
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構想の実現には時間がかかりそうです。バイオマス利活用事業の場合、例えば堆肥化なら、

できた肥料の有効性を検証するために時間がかかる（特に果樹向けの堆肥の場合は数年継続

しないと効果がわからない）など、人間の時間尺度だけではものごとが進まず、自然に委ね

なければならない部分があります。こうした点も踏まえて、長期的・継続的な促進施策が必

要だろうと思います。 

 

Ｑ：林地残材・間伐材や農作物非食部（稲わら・籾殻等）の利活用を図る場合、いかに効率的

に集荷するかが大きな課題になると思いますが、効率的集荷に成功している事例がありまし

たら教えてください。 

Ａ：秩父市が複合規格路網による間伐作業を実施し、作業効率を７ｍ３/人日と従来の２～３倍

になったことを報告しています。複合規格路網とは「林道 ＋ モノレール ＋ 作業道」の組

合せによる作業の仕組みと流れを作ることです。 

 

Ｑ：休耕田で資源作物（菜種や飼料米等）を栽培しようとする場合、どのような課題を解決す

る必要があるのでしょうか？成功するためのポイントを教えてください。 

Ａ：前提として、食料生産農地と資源作物栽培との競合を避けるべきであると考えます。その

他については何をもって成功と評価するかが難しいところですが、地域で継続できる自立的

な仕組みができていることが重要ではないでしょうか。事業コストをどのように下げるかと

いう観点と、それでも必要な事業コストを行政も含め地域で負担する仕組みができるかどう

かが大きなポイントだと考えられます。 

 

■個別バイオマス資源の再生利用方法■個別バイオマス資源の再生利用方法■個別バイオマス資源の再生利用方法■個別バイオマス資源の再生利用方法    

 

Ｑ：コーヒー抽出後のコーヒーかすは、飼料や肥料の原料としてはあまり有効でないと聞きま

すが、いかがでしょうか。その他に有効な利用方法はないでしょうか？ 

Ａ：コーヒー粕を排出する事業所では飼料・肥料としての利用を進めています。例えばＡ社で

はコーヒー粕は良い肥料になるとして肥料化を勧めています。Ｂ社ではコーヒー粕を肥料・

飼料に利用し廃棄物のゼロエミッションを達成していることを報告しています。産業科学技

術センターではコーヒー粕の栄養価が高いと報告していることからも、コーヒー粕が有効で

ないということはないと思われます。 

 

Ｑ：豆腐製造時に副産物として出てくるおからをエタノールの原料とした場合、生おから 1ｔ

からどのくらいのエタノールができますか？ 

Ａ：「おから」からのエタノール生産の実績は無いかと思います。推定方法としては、生おか

らの含水率と乾物量に対する炭素率を求め、例えば発酵方の反応式である 

Ｃ６Ｈ１２Ｏ６（バイオマス） → ２Ｃ２Ｈ５ＯＨ ＋ ２ＣＯ２ 

からエタノールの収率を求められるといかがでしょうか。なお、五十嵐泰夫・斉木隆監修「稲

わら等バイオマスからのエタノール生産」（(社)地域資源循環技術センター，2008.3）にエ

タノール生産に関する知識が要領よくまとめられています。 


